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南鳥島の領有と経営

アホウドリから鳥糞， リン鉱採取ヘー

1.はじめに

n. 日本の領有と借地までの経緯

(1)発見から日本領有まで

(2)借地権をめぐる確執

rn.南鳥島事件

町.南鳥島の開拓と経営

(1)羽毛採取業の展開

(2)羽毛からはく製業へ

(3) 烏から烏糞(グアノ)・リン鉱採取へ

V.おわりに

1 .はじめに

小笠原諸島，父島の東南東約1，200kmの

太平洋上に浮かぶ南鳥島は，日本最東端の隆

起サンゴ、礁の小さな島で行政上は東京都小笠

原村に属している(図1)。現在は気象庁や海

上自衛隊，海上保安庁の駐在者のみで，定住

者はなく無人島ともいえるが，かつて鳥島な

どと同様，一捜千金をもくろむ人々が，わず

かな資源を求めて進出しフロンティアが形成

されたj)。

本研究は，わが国で最も周辺に位置する島

l興である南鳥島を事例として，明治期，どの

ような思惑をもって島の開拓が行われ，フロ

ンティアを形成，展開したのかを南洋進出と

の関わりの中で検証しようとするものであ

る。

平岡昭利

なお，南鳥島についてのこれまでの調査や

研究は，日米間の領土問題に発展しかけた南

鳥島事件を国際法上から整理した東京帝国大

学国際公法研究室2)や，事件を紹介した秋岡

武次郎3J 詳細に検討した手塚豊4Jの研究の

他，事件当時に南鳥島に上陸したブライア

ン5) (Bryan.W.A.)，吉田弟彦6) 志賀重昂7)

や戦後では野呂恒夫8) 気象庁9) 長岡信

治10) 八木浩司他11) などのモノグラフや短

報があるが，無人島開拓への人間の行為論的

視点からの歴史地理学的検討は行われていな

し、12)。
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図1 南鳥島の位置

キーワード.南洋進出，南鳥島の開拓，アホウドリ，鳥糞(グアノ)， リン鉱
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表
一

項

1543年

1860年頃

1864年

1879年(明治12)

1886年(明治19)

1889年(明治22)

1893年(明治26)

1896年(明治29)

1897年(明治30)

1898年(明治31)

1902年(明治35)

1903年(明治36)

1922年(大正11)

1936年(昭和11)

1945年(昭和20)

1968年(昭和43)

スペイン東洋艦隊のデ・ラ・トーレによって視認される

アメリカ人宣教師によってマーカス島と命名

ハワイのミッション船，モーニング・スター号が視認

(静岡県焼津の斉藤清左衛門が視認つ)

エター号の乗組員の信崎常太郎が上陸

アメリカ商船の船長ローズ・ヒルが上陸

斉藤清左衛門が上陸(?)

水谷新六が上陸，小笠原より労働者を導入

水谷新六「島唄発見届」を内務大臣に提出

政府は，マーカス島を南鳥島と命名，東京府に編入

ハワイよりローズ・ヒノレ来島，南鳥島事件が発生

水島新六「鳥糞採取願」を東京府に提出

南鳥島の経営が全国肥料株式会社に移る

海軍が飛行場を建設し，軍事基地となる

敗戦によって南鳥島からマーカス島へ(アメリカ領となる)

マーカス島から再び南鳥島に(小笠原諸島返還により日本領に)

11.日本の領有と借地までの経緯

(1)発見から日本領有まで

南鳥島は，大航海時代の1543年，スペイン

東洋艦隊のベノレナンド・デ・ラ・トーレ13)

(Berunando de la Torre)によるマリアナ諸

島，硫黄島などへの探検航海によって視認さ

れた。その後，太平洋捕鯨が盛んになると南

鳥島は認識された島となり， 1860年頃にはア

メリカ人宣教師によってマーカス (Marcus)

島と命名され， 1864年にはハワイのミッショ

ン船のモーニング・スター (MorningStar) 

号や 1868年にアメリカのホアッドレイ

(Hoadley)号， さらにケーブノレ施設などの測

量船などが視認し，その位置を測定してい

る14)。このように，マーカス島は表 1の年表

からもわかるように視認や上陸が繰り返さ

れ，広く認識された島でありながら，長い

間，サンゴ礁に固まれた小さな島のためか，

領有への行動は見られなかった。

1889年になってアメリカ商船のワーレン

(Whalen)号の船長，ローズヒルが上陸

し15) 帰国後，アメリカ国務省に島の発見と

所有権の確認を要請している。日本人では静

岡県焼津の斉藤清左衛門ら16) が， 1898年(明

治31)4月に内務大臣宛に提出した「南洋マル

カス島開拓請願之理由書」の中で， 1879年(明

治12)風帆船を建造し，南洋航海を行いマー

カス島を視認， 1893年(明治26)には上陸した

と本人が開陳している17)。これより先の1886

年には横浜コンシロー商会のイギリス船，エ

ター CEata)号がマーカス島に立ちより，日

本人乗組員，信崎常太郎が上陸したとされ

る18)。続いて南洋貿易に従事し，グランパス

島19)への探検を繰り返していた水谷新六20)

は， 1896年(明治29)12月3日，偶然，小笠原

母島の東南東の海域で、小さな無人島(マーカ

ス島)を発見，上陸している。

これ以降，マーカス島を巡って斉藤と水谷

を中心とした争いが続くことになるが，島が

小さく，しかも標高 5m余りと低いため非常

に見つけにくい南海の孤島を，小さな風帆船

をあやつり命がけで目指した動機は，簡単に

捕獲できるアホウドリであった。
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図 2 アホウドリの挿絵
(磯村貞吉『小笠原島要覧~， 1888年より)

アホウドリは，明治時代には小笠原で捕獲

されており， 1888年(明治21)発行の『小笠原

島要覧illには，アホウドリの挿絵(図 2)と

ともに

「・此鳥往昔は父母両島を始，諸島に多く

棲み人を恐れざる故，之を手捕にし食糧に供

して・・・(略) ...今は父母群島には全く其影を

失せり，而して笠島群l興殊に鳥島に至ては，

猶ほ頗る多く，其肉味はや¥臭気を帯ぶると

雄も之を乾酪と為すときは又食ふに勝ゆベ

し，又其羽毛は一度曹達にて濯ひ臭気を取り

去りたる上，米国に輸出せば相当の利益あり

• (傍点筆者)J

と，笠島や鳥島にアホウドリが存在すること

や，羽毛の輸出で利益をあげていることが記

されている。

なお，鳥島のアホウドリは， 1887年(明治

20)から玉置半右衛門によって採捕事業が開

始され，羽毛の輸出で玉置は巨万の富を得た

が，これを横山源之助などのジャーナリスト

が取り上げたこともあり 22) 無人島発見ブー

ム，いわゆる人々を南洋の島々に駆り立てる

要因となった。

加えて，当時の欧米製地図に描かれた多数

の疑島の存在の影響も大きく幻鳥島に無数

とも言えるアホウドリがいるならば，地図に

描かれている南洋の島々(疑島)には，もっと

いるはずであるという思惑が働いたのであ

り，疑島であるグランパス島への探検を繰り

返していた水谷新六のマーカス島発見へとつ

ながった。

水谷新六は，マーカス島発見後，すぐに小

笠原より労働者20名を導入して，アホウドリ

の捕獲を開始したが，翌1897年(明治30)3月

22日になって，内務大臣に宛て向島を日本に

編入すべきという以下の上申書を提出した加。

島l興発見届

私儀予て海図に記載あるグランパス島を探見

せんとの志望有之今回南洋諸島マリヤナ群島

へ貿易のため客年十一月三日天佑丸に乗船し

横浜港を出帆し小笠原父島二見港に於て薪水

を貯え同十二日朝同港を出帆し航行の際之が

探見に従事致侯処十三月三日小笠原母島を距

る東々南(中硫黄島の東に当る)大約六百五十

海里の処に於てーの無人島を発見せり該島は

周囲凡そ八海里半北緯二十四度二十五分東経

百五十二度三十五分に位し海面より高きこと

約十五尺全島平坦にして地質は覇王樹岩と砂

士の所あり全島の三分のーは棟に似たる樹木

及榔子蔚生せり依て樹木を削り明治廿九年十

三月三日日本人水谷の文字を記載致置候右は

他国の所属に無之全く小笠原群島のーにして

日本帝国の版図内に属すべき一島に有之と存

侯問実地御調査の上版図に御編入相成候様致

度別紙図面相添此段御届申上候也

明治三十年三月廿二日

東京都日本橋区南二葉町三十四番地

水谷信六

内務大臣伯爵樺山資紀殿
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同年 4月 5日には，同趣旨の「島唄発見御

届」を東京都知事にも宛て提出したが，その

文書の追伸には，すでにアホウドリの捕獲を

行っているにもかかわらずに・海鳥無数群集

致居候ニ付，右ヲ捕獲シ，又ハ魚業ヲ営度

志願ニ候間 御出格之御詮儀御許可被下度奉

願候他25)」と海鳥の捕獲と漁業の営業の許可

を求めたのであった。

その後，内務省や東京府が水谷の上申書を

検討したものの決定には至らず，翌1898年

(明治31)3月14日になって，内務大臣が閣議

に「・-該島借用ヲ出願セ、ンニ依リ，此際 島

名ヲ確定シ 所属ヲ判明ナラシムノレ必要アノレ

ヲ以テ 該島ヲ水谷島ト名ケ，爾今東京府所

属小笠原島司ノ所管ト為サントス 右閣議ヲ

請フ・・・・・(傍点筆者)お)Jとの案が提出された。

同年(明治31)5月19日には，東京府の求めに

応じて水谷新六が「無人島「ウィークス」一

名「マーカス」島殖民ニ関スノレ事項及現在ノ

模様27)J の報告書を提出したが，翌20日，東

京府は県治局に「・・小笠原島ヲ東南ニ距ル事

六百六十海里余，即チ鳥島ノ南方ニ其位置ヲ

占ムルモノニシテ，将来，諸島ヲ小笠原管轄

ニ属セラノレルニ至ラパ南鳥島ノ名ヲ附スノレハ

最モ適当ノ称呼ト被存候…・(傍点筆者)お)J 

と水谷島案を南鳥島に改称すべきであるとし

た。

この水谷島から南鳥島への変更について

は，文中で鳥島の南方という位置を理由にし

ているが，南鳥島は伊豆諸島の鳥島とは位置

的に東南にかなり離れており，位置が南とい

うだけで命名するのはそもそも無理である。

むしろ，その生業が鳥島同様，アホウドリの

羽毛採取であり，玉置半右衛門の事業と同様

であることから，その管轄となる東京府が，

鳥島を念頭において南鳥島と命名した処置と

いえる29)。

同年(明治31)7月19日，当時の内務大臣

板垣退助は東京府知事に対して

訓第653号

4 

北緯24度14分 東経154度ニ在ノレ島l興ヲ南鳥

島ト称シ 時今其府所属ト為シ小笠原島々庁

所管トス 右訓令ス

明治31年 7月19日

内務大臣伯爵 板垣退助

と命じ，マーカス島は日本領土に編入され

た30)。

(2)借地権をめぐる確執

開拓については，アホウドリの羽毛採取を

目的とした水谷新六と斉藤清左衛門らの借地

権をめぐる確執はすさまじく(図 3)，斎藤の

「雑日誌31)」には，

「 南鳥島開拓帰り之記

・三十一年一月三日水谷新六の雇船全主本町

三丁目の市川喜七持船的失丸にて水谷新六

来ル小生と鳥島ニ於て東京府指定の点大談

判之結果(警視庁巡査足立，竹内)立合之上

示談行届・」と鳥島で警官立ち合いで示談交

渉を行っているが，その後は不調に至った模

様である。

また，新聞にも「・ー南鳥島なる無人島にも

信天翁の移しきことを知れ居りしかば，当

時，該島の借地願を出せる中に激しき競争あ

りて小笠原島にては殴合を為す杯の騒ありし

程なりしも...32) J とある。

1898年(明治31)8月10日斉藤らは南鳥島の

借地権を得るために東京府に「小笠原付属南

鳥島開墾並海陸産物採取之為拝借願33)J を提

出している。その書類の中の「南鳥島拝借出

願之手続」には，斉藤自身が南鳥島の最初の

上陸者(1893年)であるが，マーカス島が万国

海図に明記されており，島の所有を問題にす

ると周辺国との外交問題に発展することを懸

念して通報しなかったこと，さらに水谷新六

は最初の発見者でないのはもちろん，貿易会

杜「金十舎」の雇われ船長のような者で，事

業家としての資質に疑問があることを述べる

一方，斉藤らは，伊豆諸島の式根島での長年

の漁業開発の経験や実績34) を披露し，十分



開拓

主体

開拓
一一アホウドリ一一一+鳥類ー→鳥糞(グアノ)・リン鉱一一→ト一一軍事基地→

目的

事項
. 1896年水谷新六がマーカス島

(無人島)に上陸。水谷・斉藤

間で借地権をめくる争い。

. 1898年マーカス島を南鳥島と

命名、東京府に編入。水谷新六

が借地権を得る。

1902年ハワイから

ロ ズ・ヒルが来島。

政府は軍艦を派這。

(南鳥島事件)

1922年全国肥料・ 1935年海軍が

株式会社に経営 気象観測所を設置。
が 移 る 。 .1936年飛行場建設。

. 1903年水谷新六が「鳥糞
採取願j を東京府に提出。

• 1933年リン鉱が

枯渇し無人島に。

図 3 南鳥島開拓の系譜(明治~昭和初期)

な資本があることなどを主張した。

斉藤の借地願の提出と呼応するように前年

に「島l興発見御届」を提出していた水谷新六

は 8月19日になってさらに「南鳥島全島拝

借御願」を東京府に提出していたが，東京府

は，すでに水谷に南鳥島の借地を許可すると

決定していた。その理由としては，斉藤自身

が記述しているように南鳥島の発見と上陸に

関しては，斉藤からの官庁への届出がない

し，小笠原でも島の発見などのうわさを聞か

ないのに対し，水谷は向島の本土への編入の

上申書提出や「・・且ツ其土地拝借ノ事モ先願

ナノレヲ以テ...35) J などから，南鳥島の水谷へ

の借地を内務大臣に菓申していた。

9月19日，内務省令甲601号

本年 9月3日発令第699号裏申 南鳥島拝借願

ノ件許可ス 明治31年9月19日

内務大臣伯爵 板垣退助

によって南鳥島は水谷新六に貸し与えられ

たお)。同日，玉置半右衛門提出の鳥島借地期

限の10年間延長願も内務省令で許可されてお

り，東京府と水谷とで取り交わされた契約書

も，玉置との契約書も内容はほぼ同じで，国

民新聞も「…其貸渡僚件たる鳥島を玉置半右
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衛門に貸渡せると殆んど同様の僚件にて

ー・幻)J と指f蕗している。

皿 a 南鳥島事件

1889年マーカス島に上陸し，帰航後，アメ

リカ政府に島の所有権を要請したというロー

ズ・ヒノレは， 1902年(明治35)になってアメリ

カ政府に 5万ドルを納め認マ}カス島グアノ

会社(TheMarcus Island Guano. Company) 

を組織し，鳥糞(グアノ)採取のために同年7

月11日南鳥島に向けてハワイを出航した39)。

このことが多くのアメリカの新聞で報じられ

たこと40)から，在アメリカ高平全権公使は，

7月13日小村外務大臣に宛てて日本政府

ニシテ若シ該島ノ所有権ヲ主張セントセパ本

使ハ其趣ヲ合衆国政府ニ通告セント欲ス 然

レドモ右ノ場合ニハ本使ノ¥其理由ニ付御通報

ヲ煩ハシ夕、ン 而シテ同「キャプテン」ニ面

会シ詳細ノ説明ヲナスガ為メニ直チニ軍艦一

隻ヲ該島ニ派遣セラレタシ・..41)Jと打電した。

すでにマーカス島を南鳥島と命名し，東京

府に編入した日本政府は，この電文に驚き，

高平全権公使に南鳥島領有の経緯の事実関係





に非常に興味を持ったことなどを報道した。

また，艦長のローズ・ヒルは，南鳥島の所

有権と400万ドルの損害賠償を日本政府に要

求するようにアメリカ政府に求めた仰が，

アメリカ政府はこれを黙殺した。アメリカ政

府は島の発見だけでは占有を主張することは

無理で，当時の国際法上では先占が有効であ

ることも認識していたと思われる。事件当初

の段階の 7月16日，在アメリカ高平全権公使

は，

「…其筋ヨリ内意ヲ受ケタノレモノト見へ当地

諸新聞紙ニ報道スベク公文記録千八百九十九

年「キャップテンローズヒル」氏ガ該島発見

ヲ届出タノレノ事実アリト雄米国政府ノ¥該島ノ

占有ヲ為スニ付正式ノ手段ヲ執ラサリシノミ

ナラズ是迄該島ニハ米国人ニシテーモ事業ヲ

企図シナル者ナキノ事実ヨリ見ノレモ今既報ノ

如ク日本人カ同地ニ於テ営業中ナラハ之ニ就

キ米国政府カ干渉スルカ如キ事高アラザノレベ
o ~48) 
:/ 

と，アメリカ政府の不干渉を読んでいた。こ

の不干渉の背景の一つには，日本人がミッド

ウェー，ウェーク島など太平洋上の島々でも

鳥を求めて展開，居住しており，南鳥島の占

有問題が拡大すれば，他の島々にも及ぶ危険

があったこと，事件の 1年前の1901年(明治

34) 1月にアメリカ政府は，日本人が居住し

ているミッドウェー島の主権を日本が主張す

るかどうかを照会し，日本政府は主権要求の

意志がないことを通報していること49) から

も，アメリカ政府は南鳥島問題への関与を避

けたかったと推定される。

1カ月後，南鳥島に残した兵士の収容のた

め，軍艦「高千穂」が派遣されることになっ

ていたが，鳥島で突然大爆発が起こり，羽毛

採取に従事していた出稼労働者が全員死亡し

たため，急きょ「高千穂」は 8月22日横須

賀を出航した。途中，鳥島に寄港し，被害状

況を調査した後 8月28日に南鳥島に到着，

ただちに残留の兵士を収容して翌298，横須
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賀へと帰航した。この「高千穂」には志賀重

昂や神保小虎，矢津昌永，吉田弟彦，金田イ言

泰などの研究者や技師，宮本芳之助，上野岩

太郎のジャーナリスト，南鳥島の水谷との共

同経営者の上瀧七五郎の民間人8名が乗船し

ていた50)。

この南鳥島事件は，その後もアメリカから

の通報もなく落着したが，領土問題への国民

の関心を惹起し，南進論を主張する志賀重昂

は，これを機会に太平洋上の島々の重要性を

アピールした51)。また，事件後の海軍は，開

拓者について「・彼等ノ¥狭矯ナノレ帆船ニ依テ

水天高里鹿ヲ追ッテ山ヲ見ズ進航止ル所ヲ

知ラズ太平洋上殆ンド彼等ノ足跡帆船ヲ

認メザノレハナシ'..52) J と広範な活動に驚いて

おり…南洋ニ於クル我勢力ノ範囲ト活動

ノ区域トヲ拡張スルハ今日ノ急務ナリト謂フ

ベシ53)」とし，開拓者へは洋式帆船を建造し

貸し与え，若干の奨励金を支給し「…小笠原

嶋ヲ以テ我南洋経営ノ根拠地トナシ，南鳥島

ヲ第一騨枯トナシ夫ヨリ漸ヲ以テ南進セシー・

(傍点筆者)54) J という海軍の主張が報告書に

記されていた。

IV.南鳥島の開拓と経営

(1)羽毛採取事業の展開

前述したように，水谷新六が南鳥島発見後

の1896年(明治29)12月末に小笠原より労働者

20名を導入し，捕鳥に従事させたのが，南鳥

島開拓の晴矢である。翌1897年には，出稼労

働者は2名を残して大部分が小笠原へ帰った

ため，新たに八丈島を中心に12名を導入して

いる。その後，水谷と労働者との聞で交わさ

れた「労働者契約証」は，羽毛採取の項目だ

けは詳しく「ー，鳥羽採取之報酬トシテ和百

斤即千拾六貫目ヲ以テ金拾円申受候事55)J と

羽毛60kgを10円で買い取る契約条項もあっ

た56)。その後追契約証」が交わされたが，

これには羽毛採取の方法が非常に詳細に決め

られており，国や東京府の許可のないまま羽



毛採取事業が進められていた。

1898年(明治31)5月には，東京府の求めに

よって水谷は南鳥島の報告者を府に提出した

が，それには「現在ノ移住民ハ弐拾参入ニシ

テー」など全くの出稼労働者でありながら，

移住民という言葉を入れており，当初より島

の払い下げが念頭にあったことが察せられ

る。

なお，開拓当初は，かなりの羽毛が取れた

ようで， 1897年12月から翌98年4月までの労

働者の賃金は，平均 1人， 186円25銭とし，

1ヵ月平均で41円40銭とアホウドリ捕獲時期

としても破格の賃金を得ている。また，鳥類

の資源についても「ー，該島ノ信天翁其外鳥

類ノ羽毛採取ノ見込ハ，充分相立申侯，今

後，数十年ヲ経過スノレモ決シテ飛散スルノ憂

無之…57)」として，さらに鳥島の事例を引き

合いに出して，鳥島ではアホウドリが激減し

ていたにもかかわらず「・鳥島ノ如ク事業着

手ヨリ当年ニ至ル満十年ヲ経/レモ依然トシテ

最初ノ如ク来集セリ一回)J と東京府へ報告し

ている。

1898年9月21日東京府は，南鳥島を水谷新

六に貸与したが，それに対して水谷は東京府

に21カ条にわたる「契約書」を提出した。そ

れによると 6カ月以内に詳細な島の設計書の

提出義務を水谷に課していることや，アホウ

ドリの捕烏区域は島を 3分割したうちの 1区

画のみといった制限が課せられていた。た

だ，第 5条などは「前候ノ認可ヲ得ザル間ハ

魚鳥ヲ捕獲シ其他惣テノ事業ニ着手スノレコト

ヲ得ズ59)」といった現実的でない条項も含ん

でいた。

11月 4日になって水谷新六は，東京府に求

められた南鳥島の「設計書」を提出したが，

府は書類不備として却下し，加筆修正を命じ

た。修正の一つは 1項目の

「…開拓スルニ於テハ海鳥為メニ来集セサル

ニ因リ，暫ク現時ノ億二在置シ，専ラ捕鳥ノ

事ニ従フ可シ，是レ農事ヨリ〈亘〉スノレ所ノ利
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益，捕烏ノ利益ニ及ハサルニ由ノレー・・・・(傍点筆

者)ω)J と正直に農業の開拓などよりも捕鳥

(アホウドリ)が目的であると記述した箇所

は，開拓という趣旨から払い下げた東京府に

とって都合が悪かったのか，開拓地域を図面

上で示したうえ，一部の地域でも開墾せよと

訂正が加えられた。その他，捕鳥や漁業の方

法，移住者の利益分配，教育，医師の派遣な

どについても加筆が求められた。 12月6日に

なって水谷は修正の「南鳥島事業設計書訂正

並ニ御認可の義ニ付御願」を東京府に提出し

たが，その最後には1897年(明治30)から98年

6月までの収支が掲げられており，収入 1万

5，000円，支払 l万4，462円50銭，利益537円

50銭と記載されていた。

(2)羽毛採取からはく製業へ

その後の南鳥島の生産については，水谷新

六が1902年(明治35)6月 1日に小笠原島司に

提出した「南鳥島産出品成蹟表」に記載され

ている。表2の如くであるが，のちに国民新

聞に掲載されたものには製鳥(はく製)の項目

が欠けている6))。開拓当初には，冬から春に

かけてのアホウドリの羽毛採取が，売り上げ

の約 7割を占め， 1899~1900年 8 月期には l

万5，695円余をあげている O 烏泊，肥料を加

えれば，アホウドリでおよそ 8割以上を占め

ていた。翌日00年~1901年 9 月期には，アホ

ウドリの羽毛採取は， 37.2%に急減したのに

対して，新たに製烏(はく製)6，365円余りが

入っている。これはアホウドリを含めた鳥類

が減少した1900年(明治33)9月に水谷新六

が，横浜の貿易商上瀧七五郎に l羽2銭5厘

で15万羽の採取権を，金額にしてわずかに

3，750円で売却し62) 上瀧がはく製業を始め

たことによる。なお，表 2の売り上げ総額の

半分は，労働者への支払い賃金で残りが収益

となる。南鳥島の場合，同事業の鳥島とは異

なり，人員，物資の輸送の点で危険性は高

く，そのコストも大きかった。



表 2 1898"-' 1901年の南鳥島の生産

1898年 7 月 ~1899年 7 月 1899年8月'"'-'1900年8月 1900年9月'"'-'1901年9月

金 額 数量 金 額 数量 金 額 数 量

アホウドリ・羽毛 9，450円 27，000斤 15，695円69銭5厘 52，300斤 5，233円70銭3厘 17，500斤

魚鳥肥料 1，356円 678俵 2，141円45銭5厘 856俵 539円62銭8厘 216俵

鰹 節 1，044円 580貫 1，758円25銭5厘 879貫 763円79銭 402貫

魚・烏鋒詰 1，380円 9，200個

鳥油・其他 634円

製烏(はく製)

鳥雑品

i口k 計 13，864円

※各項目の合計金額が一致していない。

一方，南鳥島での鳥の採取権を得た上瀧

は，労働者から鳥のはく製を 1羽 2-5銭で

買い上げ，横浜で 1羽40銭で売却し，巨額の

利益をあげた。これに気づいた水谷は契約破

棄を訴え，上瀧と交渉した結果， 7，500円を

上乗せし，契約の切れる1902年(明治35)3月

をもって事業については上瀧，借地権は従来

通り水谷の名義の共同事業とし，経費を差し

引いた利益を折半することで折り合いがつい

た63)。南鳥島はアホウドリの羽毛採取の島か

ら海鳥のはく製業の島となったのである。

上瀧の派遣した労働者は，東京府，神奈川

県を中心に関東，中部地方からの出稼が多

く，男子 8割，女子 2割の割合であった。年

齢は10才代から50才代まで様々で，ほぼ半年

サイクルで交代している。労働者の賃金は，

捕鳥が 1羽 2厘 5毛 1日500羽として 1日

1円から 1円50銭，はく製職人は 1羽 2

銭 1日100羽で 2円程度の収入であった

が今や島民の居る石井村付近には飛交ふ

ものさへ稀なるに至れる64)J と鳥類が激減す

るなかで，収入は減少した。

出稼労働者の生活は，南海の楽園的イメー

ジとは裏腹に劣悪であり，南鳥島事件の前後

はとりわけひどく，生活物資の補給の困難さ

に加え，集落は台風や高潮にたびたび襲われ

933円29銭 6，220鍍 1，159円57銭 9，665鍍

2，064円31銭

6，164円10銭l厘 123，085ダース

201円4銭9厘

22，593円5厘 14，061円84銭1厘※

外交史料館所蔵「南鳥島産出品成績表」より作成。

た。衛生状態は悪く，羽毛採取やはく製作業

後に路傍に積まれた鳥肉は「・・腐敗シテ悪臭

ヲ発シ，鼻ヲ萩ハサレパ村落ニ接近スノレヲ得

サリキ 65)J であったが，腐敗させた鳥肉も

肥料として積み出された。

開拓初期の労働者の死亡状況は明らかでは

ないが， 1900年(明治33)9月に南鳥島へ渡航

した名簿記載の12名のうち，管理者3名を除

く労働者 9名の中で 5名が脚気などで死亡

し，病気の 2名は軍艦「高千穂」に収容され

た66)。また， 1902年 6月の渡航者25名は，同

年秋の高潮によって飲料水が汚染され，赤痢

の発生で 8名が死亡し，悲惨な状況を呈し

た。およそ30名ほどいた労働者は1903年(明

治36)には14名に減少した。

水谷新六は，明治36年 2月16日東京府知事

に宛てて「始末書」を提出させられている。

南鳥島事件後，水谷村と呼ばれていた村落

は，外務省書記官の名前をとって石井村に，

西ノ鼻は軍艦名をとり笠置崎，巽岬は艦長名

をとり坂元崎に，北ノ鼻は副艦長名をとり黒

井崎にと，当時の軍艦や艦長などの名前に

取って代わられ，水谷時代の地図は消され

た67)。
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(3)鳥から鳥糞(グアノ)・リン鉱採取へ

南鳥島事件後，駐留兵士の収容のために派

遣された軍艦「高千穂J には 8人の民間人

が乗船していたが，そのうち肥料調査所の技

師の吉田弟彦と地質調査所の技師の金原信泰

は，南鳥島で採取した土砂を帰航後，分析

し，吉田はリン酸分30%以上と報告側，金原

は「今此ノ土塊ヲ以テ肥料ヲ精製スレパ(殆

ンド精製ヲ待タズシテ肥料ニ用ヒ得ルドモ)

少ナクモー噸ノ土塊ヨリーー-七八拾円ヲ下ラ

ザル肥料ヲ得其利潤蓋シ莫大ノモノナラン歎

.. .69) J と発表した。

鳥類激減のなかで，南鳥島から撤退し，南

洋群島への移動を考えていた水谷新六は，こ

の事件によって鳥糞(グアノ)の価値を認識し

たのか， 1903年(明治36)2月に東京府に「鳥

糞採取願70)」を提出し，府はおよそ 1ヵ月後

に許可した。当初は年聞に約1，000トンのグ

アノ， リン鉱を産出し， 日本で最初のリン鉱

採掘の島となった。採掘されたグアノやリン

鉱は，東京に輸送され，全国肥料取次所が精

製，販売した7J)。この頃には南鳥島の経営

は，南鳥島合資会社へ移ったとされるが，水

谷との関係は不明である。ただ，水谷の事業

は借地期限が切れる1908年(明治41)以前には

終荒したものと考えられる。

リン鉱採掘は，その後も継続され，大正初

期には年間600トンのリン鉱を産出し72) (図

5) ，島の中央から港にかけてはトロッコが

ひかれ，出稼労働者も 60~70名に達した。

1922年(大正11)，経営は全国肥料会社に移っ

たが73) リン鉱価格の急落，肥料業界の不況

によってリン鉱産出量も低迷し，労働者も30

名程度に減少した。その後，会社や労働者が

引き揚げ，昭和の初めには漁業に従事する数

世帯のみとなったが，その数世帯も 1933年

(昭和 8)頃には引き揚げ，南鳥島はもとの無

人島にかえった。

1935年(昭和10)南鳥島に，海軍水路部が進

出し，気象観測所を設置，翌36年には海軍施

トン

600 

400 

200 

1911 1915 1920 年

図5 南鳥島のリン鉱採掘量の変遷
(阿曽入手口太『燐鉱事情~，東洋製糖株式会社， 1912， 

17頁より。)

設部がL字形の軍用飛行場を建設し，島は要

塞化した。太平洋戦争末期の1943年，アメリ

カ軍が南鳥島守備隊を攻撃したが，上陸しな

かったため王砕はまぬがれ，終戦となった。

南鳥島はアメリカ軍政下に置かれ，再びマー

カス島と名称を変えた。それから23年後の

1968年(昭和43)マーカス島は，小笠原諸島と

ともに日本に返還され，再び南鳥島と名称を

変えて日本に復帰した。

V.おわりに

南鳥島の開拓について考察してきたが，開

拓への行為目的は，意外にもアホウドリであ

り，それから得られる富を求めて，南進を図

り冒険した人々によって開拓の緒が切られた

のである。今日，わが国の領土が東へ拡大し

た要因ともなり，島名も鳥島同様，アホウド

リの捕獲を生業とすることから命名されたこ

となどを明らかにした。

また， 日米の領土問題に発展しかけた南鳥

島事件について，地理学的に見れば，明治

期，日本人が広くアホウドリなどの鳥を求め

て，南洋の島々に展開していた一端が明らか
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になったこと，さらに日本人が烏ばかりでな

く，鳥糞(グアノ)やリン鉱に着目する契機と

なり，南鳥島は，日本で最初のリン鉱採掘の

島となったことも指摘した。

だが，いずれの資源も島の狭小性から枯渇

が早く，南進を続ける人々は，さらなる資源

を求めて，周辺の島々を求めざるを得なかっ

たのであり，その行動は，空間的に拡大し，

日本の領土を超えて南洋の島々に向かったの

である。その意味からして南進論を政治運動

と捉えるかは別としても，それ以前に名も知

らぬ人々が，太平洋の島々に点在し，行動し

ていた事実は，記憶されるべきことである。

(下関市立大学)

〔付記〕

本稿は， 2002年度人文地理学会大会(お茶の水

女子大学)にて，口頭発表した内容を加筆したも

のである。なお，研究にあたっては， 2003年度

下関市立大学特定奨励研究費の一部を使用した。

また，いろいろご教示いただいた神奈川県茅ヶ

崎市在住の松丸耕作氏に深く感謝申し上げたい。
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Possession and Management of Minami Torishima Island : 

From Catching Albatross to Getting Guano and Phosphate Rocks 

HIRAOKA Akitoshi 

Taking the case of Minami Torishima Island， which is located in the most distant part 

of the J apanese territory， this study tried to clarify what motivated people in the Meiji 

Era to pioneer and develop the frontier there in relation to the Japanese people's advance 

into the South Sea Islands. 

My examinations suggest that the adventurous people's main purpose for developing 

the South Sea frontier， Minami Torishima Island， tums out to be catching albatross， whose 

feathers brought a large amount of wealth for them. Besides， this advance to the South 

Sea contributed to enlarging the eastem boundary of Japan. The island's name “Minami 

Torishima" (the South Bird Island) actually derived from this albatross industry. 

My study also points out the followings: the conflict between J apan and the US over 

the acquisition of Minami Torishima Island in 1902 reveals， from the historical geographic 

view， that the J apanese people in the Meiji Era rushed to many South Sea Islands for 

albatross and the conflict with the US caused them to notice the real value of guano and 

phosphate rocks. 

However， each island is small enough to quickly run out of phosphate resources， so that 

people moved in search of more resources to farther South Sea Islands beyond the te打 itory

of Japan. We should be reminded of the fact that in the early Meiji Era many unknown 

J apanese spread and worked over little islands in the Pacific Ocean. 

区eywords: Advance to South Sea Islands， Pioneering of Minami Torishima， Albatross， 

Guano， Phosphate Rocks 
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